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競  争  見  積  公  告  
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次 の と お り 競 争 見 積 を 行 う 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日  

高 知 県 警 察 本 部 長  岩 田  康 弘  

１  競 争 見 積 を 行 う 事 項  

(１ )  委 託 業 務 名  

運 転 免 許 窓 口 事 務  

(２ )  委 託 業 務 内 容  

見 積 説 明 書 (以 下 「 説 明 書 」 と い う 。 )に よ る 。  

(３ )  履 行 期 間  

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 3 1 日 ま で  

(４ )  履 行 場 所  

説 明 書 に よ る 。  

(５ )   見 積 方 法  

   説 明 書 に よ る 。  

２  競 争 見 積 参 加 資 格  

次 に 掲 げ る す べ て の 要 件 を 満 た す 者 は 、 こ の 競 争 見 積 に 参 加

す る こ と が で き る 。  

(１ )  別 に 定 め る 「 運 転 免 許 窓 口 業 務 の 法 人 等 認 定 基 準 」 を 満

た し た 者 で あ る こ と 。  

(２ )  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ） 第 1 6 7 条 の

４ の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

(３ )   高 知 県 に お け る 「 令 和 ６ ～ 令 和 ８ 年 度 競 争 入 札 参 加 資 格

者 登 録 名 簿 （ 物 品 購 入 等 関 係 ） 」 に 登 録 さ れ て い る 者 で あ る

こ と 。  

(４ )  こ の 公 告 の 日 か ら 見 積 書 提 出 の 日 ま で の 間 に 、 高 知 県 物

品 購 入 等 関 係 指 名 停 止 要 領（ 平 成 ７ 年 1 2 月 高 知 県 告 示 第 6 3 8

号 ）に 基 づ く 指 名 停 止 等 の 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。 

(５ )  高 知 県 か ら 「 高 知 県 の 事 務 及 び 事 業 に お け る 暴 力 団 の 排

除 に 関 す る 規 程 」 に 基 づ く 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 を 、 競 争 見

積 参 加 資 格 確 認 申 請 期 限 日 か ら 見 積 書 提 出 の 日 ま で の 期 間 内

に 受 け て い な い こ と 又 は 同 規 程 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ５ 号 に 規 定 す

る 排 除 措 置 対 象 者 に 該 当 し な い こ と 。  

(６ )  説 明 書 に 示 し た 業 務 の 要 求 仕 様 を 確 実 に 履 行 す る た め に

必 要 な 事 務 従 事 職 員 等 を 擁 し 、 か つ 、 契 約 を 完 全 に 履 行 す る

業 務 の 実 施 体 制 及 び 能 力 を 備 え た 者 で あ る こ と 。  

(７ )  ４ の (３ )に よ り 、 こ の 公 告 に 係 る 競 争 見 積 参 加 資 格 が あ

る こ と の 確 認 を 受 け る 日 か ら 見 積 書 提 出 の 日 ま で の 間 に 、 令

和 ６ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で に 県 が 発 注 す る 物 品 の 購 入 又 は

サ ー ビ ス の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 入 札 又 は 指 名 競 争 入 札 の 参 加

者 の 資 格 等 (令 和 ５ 年 ９ 月 高 知 県 告 示 第 6 3 8 号 。 以 下 「 告 示 」

と い う 。)第 １ の ２ の (９ )に 該 当 し 、告 示 第 ７ の 規 定 に よ り 入

札 参 加 資 格 の 取 消 し を 受 け て い な い こ と 及 び 告 示 第 １ の ２ の



(９ )に 該 当 し な い こ と 。  

(８ )  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 に 必 ず こ の 公 告 に 示 し た 業 務 に 着 手 で

き る 者 で あ る こ と 。  

(９ )  会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第 1 5 4 号 ） 基 づ く 更 生 手 続

開 始 の 申 立 て 又 は 民 事 再 生 法（ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ）に 基

づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 で な い こ と 。  

 ( 1 0 )   (１ )か ら (９ )ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 説 明 書 に 示 し た  

 要 件 を 満 た す 者 で あ る こ と 。  

３  契 約 条 項 を 示 す 場 所 等  

(１ )  契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ

先  

郵 便 番 号 7 8 0－ 8 5 4 4  

高 知 市 丸 ノ 内 二 丁 目 ４ － 3 0  

高 知 県 警 察 本 部 警 務 部 会 計 課  用 度 係  

電 話 番 号 0 8 8－ 8 2 6－ 0 1 1 0（ 内 線 2 2 5 2）  

(２ )  説 明 書 の 交 付 方 法  

令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日（ 木 ）か ら 同 年 ２ 月 2 4 日（ 火 ）ま で（ 日

曜 日 及 び 土 曜 日 並 び に 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3 年

法 律 1 7 8 号 ） 第 ３ 条 に 規 定 す る 休 日 を 除 く 。 ） の 間 に (１ )の

交 付 場 所 で 交 付 す る 。  

(３ )  見 積 書 提 出 の 日 時 及 び 場 所  

ア  日 時  

令 和 ８ 年 ３ 月 ４ 日 （ 水 ） 午 後 ２ 時 3 0 分  

イ  場 所  

高 知 市 丸 ノ 内 二 丁 目 ４ － 3 0  高 知 県 警 察 本 部 １ 階  1 0 2  

       会 議 室  

４  そ の 他  

(１ )  見 積 書 提 出 及 び 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通

貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  

(２ )  契 約 保 証 金  

落 札 者 は 、 契 約 締 結 の 際 、 契 約 保 証 金 と し て 契 約 金 額 の 100

分 の 1 0 以 上（ １ 円 未 満 切 上 げ ）の 金 額 を 納 め な け れ ば な ら な

い 。た だ し 、高 知 県 契 約 規 則（ 昭 和 3 9 年 高 知 県 規 則 第 1 2 号 。

以 下「 規 則 」と い う 。）第 4 0 条 の 規 定 に よ り 免 除 さ れ た 場 合

又 は 規 則 第 4 1 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担

保 を 提 出 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(３ )  競 争 見 積 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 求 め ら れ る 事 項  

こ の 競 争 見 積 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 説 明 書 に 示 し た 業 務

を 完 全 に 履 行 す る 体 制 及 び 能 力 を 備 え て い る こ と を 証 明 す る

書 類 を 令 和 ８ 年 ２ 月 2 4 日（ 火 ）午 後 ５ 時 ま で に ３ の (１ )の 交

付 場 所 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 見 積 書 提 出 の 日 ま

で の 間 に お い て 、 高 知 県 警 察 本 部 長 か ら 当 該 書 類 に 関 し 説 明

を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

(４ )  見 積 書 の 無 効  



こ の 公 告 に 示 し た 競 争 見 積 参 加 資 格 の な い 者 が 提 出 し た

見 積 書 、 見 積 書 提 出 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者

が 提 出 し た 見 積 書 は 、 無 効 と す る 。  

(５ )  採 用 者 の 決 定 方 法  

見 積 金 額 の 全 て の 単 価 が 規 則 第 3 1 条 の ３ の 規 定 に よ り 決

定 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 、 か つ 、 各 単 価 に 予 定 件

数 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 （ 予 定 総 額 ） が 最 低 価 格 で あ る 有 効

な 見 積 書 を 提 出 し た 者 を 採 用 者 と す る 。 た だ し 、 採 用 者 が 、

見 積 書 提 出 の 日 か ら 契 約 を 締 結 す る 日 ま で の 間 に 、 告 示 第 １

の ２ の （ ９ ） に 該 当 し 、 告 示 第 ７ の 規 定 に よ り 入 札 参 加 資 格

の 取 消 し を 受 け た と き 又 は 告 示 第 １ の ２ の （ ９ ） に 該 当 し た

と き は 、 当 該 落 札 者 と 契 約 を 締 結 し な い も の と す る 。  

(６ )  手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  

無  

(７ )  契 約 書 作 成 の 要 否  

要  

(８ )  関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口  

３ の (１ )に 同 じ 。  

(９ )  詳 細 は 、 説 明 書 に よ る 。  

 

 

 


